
二
十
一
年

の
相
談

倉

商
議
委
員

規
程

諮
問
委
員

衛
と

野
村

校
長

の
意

見

第
五

催
商

議
委

員
會

ハ
學

校
長

ヲ
以

テ
會

長
ト

シ
委

員
半

數
已

上
出

席
ス

レ
ハ

議
事

ヲ
結

了
ス

ル
コ

ト
ヲ

得

第
六

條
商

議
委

員
ハ

五
ヶ

年
ヲ

以
テ

任
期

ト
ス

任
期

満
ツ

ル
ノ

後
時

宜
一

一
依

り
更

二
勤

績
ヲ

命
ス

ル
コ

ト
ァ

ル
ヘ

シ

而
し

て
該

訓
令

は
、

明
治

三
十

四
年

五
月

一
一

十
一

一
日

、
時

の
文

部
大

臣
松

田
正

久
氏

の
名

を
以

て
之

を
慶

止
せ

ら
れ

る
ま

で
、

十
餘

年
の

間
行

は
れ

て
ゐ

た
筈

で
あ

る
け

れ
ど

も
、

前
言

の
通

り
、

本
校

に
在

り
て

は
、

組
織

の
範

園
も

魔
く

、
従

っ
て

、
協

議
の

事
項

も
多

つ
た

わ
け

で
あ

る
。

即
ち

本
枝

に
於

け
る

商
議

委
員

會
は

二
一

十
年
八

月
の
相
談

會
で
あ
り

、
又
、
そ

の
後
に
於

け
る
協

議
會

で
あ
る
の
で
、
當
時
の
記
録
も
「
相
談
會
議
録
」
と
題
せ
ら
れ
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

明
治
二
十
一
年
の
相
談
會
は
、
十
月
五
日
午
前
九
時
、
本
校
よ
り
、
野
村
校
長
・
西
邨
教
頭
・
大
橋
幹
事
・
吉
田
欝
學
部
長
、
校

外
よ
り
は
，
黒
田
鹿
兒
島
縣
專
常
師
範
學
校
長
兼
學
務
課
長
外
一
一
十
七
名
出
席
（
熊
本
高
等
小
學
校
長
坂
口
元
雄
の
名
あ
る
は
特
例
）

の
上
開
會
。
勢
頭
、
野
村
校
長
は
参
會
者
の
夢
を
縞
ひ
た
る
後
、
木
曾
を
開
い
た
の
は
、
軍
ｂ
零
常
中
學
校
に
稗
盆
す
る
の
み
な
ら

ず
、
九
州
一
般
の
教
育
上
に
も
鴻
盆
を
起
し
、
國
家
教
育
上
大
い
な
る
影
響
を
來
す
も
の
と
老
へ
る
旨
を
述
べ
、
次
い
で
配
布
せ
る

一
一

一
筒

條
（

第
一

項
入

墨
試

業
の

成
績

に
關

す
る

も
の

、
第

一
一

項
器

械
鵠

操
に

關
す

る
も

の
、

第
一

一
一

項
商

議
委

員
に

關
す

る
も

の
）

に

就
い
て
質
問
應
答
し
た
後
、
商
議
委
員
を
廣
く
各
縣
よ
り
選
學
す
る
件
に
就
い
て
は
、
一
人
を
除
く
殆
ど
全
数
の
起
立
賛
成
を
得
て

可
決
し
、
相
談
會
を
年
一
同
開
く
の
件
に
就
い
て
は
、
過
半
数
の
起
立
賛
成
を
以
て
、
口
頭
の
約
束
に
止
め
か
し
て
、
今
後
成
文
と

爲
す
こ
と
に
定
め
、
小
山
健
三
・
藤
崎
熊
雄
（
熊
本
縣
學
務
課
）
の
一
一
名
を
起
草
委
員
に
指
名
す
る
こ
と
と
し
て
、
正
午
閉
會
。

第
一
一
日
は
、
翌
六
日
午
前
九
時
開
會
、
起
草
原
案
八
項
に
就
い
て
慎
重
審
議
の
後
修
正
可
決
し
、
七
日
は
日
曜
日
に
付
休
會
し
て
、

八
日

午
前

九
時

再
開

。
先

日
配

布
せ

る
相

談
の

件
に

警
ら

ん
と

す
る

に
先

だ
ち

、
大

橋
幹

事
は

、
協

議
會

規
約

は
既

に
議

決
せ

ら
れ
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四
七

曇
に

第
二

章
第

四
節

に
記

し
た

通
り

、
本

校
に

於
て

は
、

明
治

二
十

年
八

月
、

第
五

厘
地

方
九

州
各

縣
の

關
係

者
と

相
談

會
を

開

き
、

そ
の

席
上

、
野

村
校

長
は

：
高

等
中

學
校

に
諮

問
委

員
な

る
も

の
を

設
く

く
し

、
と

文
部

大
臣

よ
り

の
達

し
が

あ
り

、
既

に
他

の
高

等
中

學
校

に
於

て
は

、
教

頭
幹

事
激

論
等

を
以

て
組

織
せ

し
所

も
有

る
が

、
そ

れ
で

は
範

園
狹

く
、

且
、

常
務

を
議

す
ろ

と
同

一
の

状
態

な
の

で
、

富
枝

に
於

て
は

、
諮

問
委

員
を

廣
く

九
州

各
縣

よ
り

組
織

し
て

、
年

一
同

會
合

を
乞

ひ
、

生
徒

養
成

上
の

得
失

を
研
究
し
、
以
て
大
臣
の
意
に
副
ひ
土
い
と
思
ふ
が
、
其
の
可
否
に
就
い
て
御
商
議
を
煩
し
た
い
、
尤
も
其
の
人
員
及
び
會
合
の
都

合
等
は
、
口
頭
に
し
て
詳
細
陳
述
政
き
う
。
」
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
文
部
省
が
次
の
商
議
委
員
規
程
六
催
の
訓
令
を
出
し
た
の
は
、
同

一
一

十
一

年
一

一
一

月
二

十
一

一
一

日
の

こ
と

で
あ

る
。

商
議
委
員
規
程

第
一

催
本

校
重

要
ノ

事
件

ヲ
商

議
ス

ル
爲

〆
商

議
委

員
ヲ

置
ク

第
二

條
商

議
委

員
ハ

三
名

以
上

七
名

以
下

ト
シ

學
校

長
ノ

推
薦

一
一

依
り
文
部

大
臣
之
ヲ

命
ス

第
三
催
商
議
委
員
ノ
會
議
二
附
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
學
科
課
程
重
要
ノ
諸
規
則
経
費
ノ
豫
算
共
他
本
校
ノ
利
害
ノ
蛸
長
二
開
ス
ル
事

項
ト

ス
但

學
校

長
ノ

見
込

一
一

依
り

尚
此

他
ノ

事
項

ヲ
會

議
二

附
ス

ル
コ

ト
ヲ

得
’

第
四
催
商
議
委
員
會
ノ
議
案
ハ
學
校
長
之
ヲ
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

iｌ

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

に
限
り
、
規
則
に
従
っ
て
賃
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

第
三

節
本

校
設

置
區

域
内

各
縣

協
議

會
竝

に
各

縣
經

費
分

擔
等

一
四

六



協
議
倉
規

約

杉
浦
次
長

の
演
説

一
一
一
一
一
年
間
は
他
の
自
修
の
間
と
見
徹
す
も
敢
て
無
盆
な
か
る
く
し
。
此
策
を
得
る
事
と
な
れ
ば
、
尋
常
中
學
卒
業
の
上
高
等
中
學

本
科
に
入
學
す
れ
ば
、
經
濟
の
み
な
ら
ず
、
尋
常
中
學
の
修
業
間
、
充
分
準
備
を
得
、
縛
學
す
る
も
差
程
生
徒
修
學
の
困
難
も
な

か
る
べ
し
・
弦
は
未
だ
實
験
上
に
依
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
次
第
な
れ
ど
も
、
先
一
一
一
一
一
戸
を
演
べ
て
諸
君
の
考
按
を
伺
は
ん
と
す
。
（
以

上
、
筆
記
の
原
文
に
句
讃
濁
鮎
を
施
せ
る
も
の
）

杉
浦
次
長
の
演
説
了
る
や
、
會
長
は
再
び
相
談
の
件
に
關
す
る
意
見
の
開
陳
を
促
せ
ば
、
器
械
鵠
操
は
、
身
艦
を
魍
壯
敏
捷
な
ら

し
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
學
業
の
發
逵
及
び
大
成
を
爲
す
に
は
、
尤
も
決
断
力
を
増
進
す
る
の
効
力
も
あ
る
と
賛
同
す
る
者
も
あ
り

て
、
全
員
賛
成
可
決
し
、
商
議
委
員
に
就
い
て
は
、
各
種
の
意
見
も
出
で
た
が
、
結
局
他
の
高
等
中
學
に
於
け
る
如
く
、
校
長
幹
事

教
諭
等
を
以
て
組
織
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
本
校
部
商
議
委
員
と
警
學
部
商
議
委
員
と
の
一
一
つ
を
組
織
し
、
委
員
は
潤
ｂ
教
育
家
の

み
な
ら
ず
、
常
置
委
員
或
は
名
望
家
の
如
き
一
己
の
資
格
を
以
て
す
る
時
は
、
稗
盆
す
る
所
も
多
か
ら
ん
と
す
る
提
案
の
旨
趣
に
賛

成
し
、
委
員
は
同
一
に
し
て
、
そ
の
小
部
分
に
至
り
て
は
、
一
・
一
一
と
分
選
す
る
こ
と
に
決
し
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
九
日
午
後
一
時
、
師
團
副
官
安
藤
少
佐
は
、
西
原
一
一
等
軍
嘗
を
件
ひ
て
来
校
、
徴
兵
身
鵠
楡
在
方
法
及
び
全
國
の
身
鵠
槍

杢
成
績
等
に
就
い
て
一
場
の
演
説
を
爲
し
、
之
を
以
て
會
議
も
全
部
経
了
し
た
が
、
十
月
十
日
の
入
學
式
に
は
、
次
長
及
び
謬
會
員

一
同
も
列
席
し
た
の
で
あ
る
。
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仁
ろ
も
、
第
一
項
の
如
き
字
義
を
用
ふ
ろ
時
は
、
甚
だ
狭
義
に
失
す
ろ
を
以
て
、
將
來
學
校
の
消
長
に
も
闇
は
る
事
故
、
寧
ろ
成
文

に
せ
ざ
る
を
良
し
と
す
、
さ
れ
ば
議
決
を
顧
み
か
、
各
員
の
意
見
を
聞
き
た
し
と
陳
ぶ
る
や
、
議
論
百
出
し
て
決
廿
か
、
會
長
は
衆

議
に
間
ひ
た
る
後
、
文
字
上
に
付
取
調
委
員
を
置
く
こ
と
に
決
し
、
投
票
の
結
果
、
西
村
・
大
橋
・
黒
田
・
小
山
・
佐
々
の
五
氏
當

選
、
一
同
、
杉
浦
専
門
學
務
局
次
長
の
演
説
を
聞
く
。

私
が
只
今
御
噺
申
す
こ
と
は
、
文
部
省
の
意
見
に
は
之
な
く
、
私
一
己
の
考
に
あ
り
て
、
先
刻
よ
り
諸
君
の
御
説
の
如
く
、
尋
常

中
學
よ
り
高
等
中
學
へ
連
絡
を
通
か
ろ
事
に
あ
り
。
其
順
序
は
、
高
等
中
學
よ
り
大
學
へ
入
る
の
道
あ
る
が
如
く
に
あ
り
。
然
る

に
典
順
序
を
経
ず
、
零
常
中
學
を
卒
ｂ
、
直
に
東
京
へ
至
り
、
・
私
塾
等
に
入
り
、
一
一
一
一
一
年
を
経
漸
く
第
一
高
等
中
學
へ
入
る
の
仕

マ
①

來
ｂ
に
あ
り
し
。
然
る
虚
十
九
年
に
至
り
て
、
第
五
の
高
等
中
學
を
置
か
れ
た
れ
ば
。
先
之
に
入
る
も
の
と
な
し
、
一
等
常
中
學
へ

入
る
は
則
ち
大
學
に
入
る
の
豫
備
に
あ
り
で
高
等
中
學
へ
入
る
も
の
は
、
先
づ
大
學
へ
入
る
も
の
と
見
微
さ
ざ
る
を
得
ず
。
然

る
に
此
私
立
學
校
に
入
る
如
き
有
様
に
至
る
。
因
て
捜
す
ろ
に
、
地
方
の
尋
常
中
學
生
徒
學
力
の
弱
含
は
、
教
員
の
分
業
に
よ
る

と
分
業
に
よ
ら
ざ
る
こ
と
に
原
因
せ
り
。
其
所
以
は
高
等
中
學
に
至
り
て
は
、
一
の
専
門
を
以
て
教
員
が
授
業
す
る
に
あ
り
、
尋

常
中
學
教
員
は
、
八
宗
兼
學
と
云
ふ
有
様
に
て
あ
る
が
故
に
、
尋
常
中
學
よ
り
高
等
中
學
へ
入
る
の
試
駿
に
於
て
、
犬
に
學
力
の

差
異
を
生
ぜ
り
。
然
ら
ば
則
ち
便
法
と
な
る
階
梯
を
研
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
か
。
果
し
て
連
絡
を
實
行
し
得
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
尋

常
中
學
に
入
る
生
徒
は
、
大
に
大
成
の
望
み
を
以
て
す
る
の
み
な
ら
ず
、
經
濟
上
宜
し
き
を
得
る
べ
し
。
然
ら
ば
此
間
に
間
隙
な

か
ら
し
め
ん
に
は
、
便
法
を
置
か
ざ
る
べ
か
ら
す
。
先
づ
尋
常
中
學
優
等
の
卒
業
生
二
一
名
づ
つ
を
高
等
中
學
の
本
科
へ
入
れ
、

以
て
研
究
な
さ
し
む
く
し
。
若
し
落
第
す
る
も
の
あ
り
と
せ
ば
、
先
一
一
年
の
規
程
を
以
て
せ
ば
、
一
一
一
年
の
期
を
與
ふ
く
し
・
是
の

第
五
高
等
中
學
校
設
置
Ｅ
域
内
各
縣
協
議
會
規
約

第
一
項
本
會
ハ
第
五
高
等
中
學
校
設
置
Ｅ
域
内
各
縣
尋
常
中
學
校
卜
高
等
中
學
ト
ノ
連
絡
ニ
關
ス
ル
諸
般
ヲ
協
議
ス
ル
カ
爲
〆

一
一
之
ヲ
設
ク
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二
十
二
年

錦》》静
の
演
述

よ
り
六
時
ま
で
、
前
二
［

意
」
の
一
節
を
引
け
ば
、

第
八
項
本
規
約
ハ
出
席
會
員
過
半
数
ノ
同
意
一
一
ヨ
リ
テ
改
正
加
除
ス
ル
ヲ
得

以
上
ノ
規
約
ハ
各
縣
知
事
ノ
承
認
ヲ
得
テ
實
践
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
承
認
ヲ
得
ダ
ル
多
数
ノ
縣
ハ
承
認
ヲ
得
サ
ル
少
数
ノ
縣
ア
ル
カ
爲
〆
一
一
實
践
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
爲
サ
ス

而
し
て
右
の
規
約
は
、
翌
一
一
十
一
一
年
各
縣
知
事
の
承
認
を
得
て
、
正
式
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

一
一
士
一
年
の
協
議
會
第
一
日
は
、
十
月
十
四
日
午
前
九
時
よ
り
、
本
校
會
議
室
に
於
て
總
會
を
開
き
、
第
一
一
第
一
一
一
両
日
は
、
午
前

八
時
よ
り
本
校
参
観
、
午
後
三
時
よ
り
六
時
ま
で
櫻
井
町
通
運
會
祗
に
於
て
、
教
授
上
の
談
話
を
爲
し
、
第
四
日
は
、
午
後
三
時

よ
り
六
時
ま
で
、
前
一
一
日
と
同
様
の
談
話
を
爲
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
一
一
十
一
一
年
協
議
會
摘
要
」
中
の
「
青
木
文
部
書
記
官
演
述
大

と
あ
る
こ
と
を
以
て
そ
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
出
來
ろ
と
恩
ふ
。
而
し
て
協
議
の
内
容
は
、
尋
常
中
學
校
よ
り
高
等
中
學
校
へ
の
聯

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
五
一

余
ハ
今
回
文
部
省
ノ
命
ヲ
受
ケ
常
聯
合
協
議
會
二
参
席
シ
連
日
諸
君
ノ
御
説
ヲ
承
リ
シ
ガ
彌
本
日
ヲ
以
テ
協
議
會
ヲ
終
結
セ
ラ
ル

、
一
一
付
卿
カ
ー
ー
ー
ノ
愚
見
ヲ
陳
述
ス
ベ
シ
昨
日
諸
君
ノ
御
論
中
此
會
ノ
性
質
ヲ
協
議
會
ナ
ル
ャ
又
ハ
諮
問
會
ナ
ル
ャ
ノ
疑
問
ア
リ

シ
ガ
余
ハ
・
此
會
ハ
協
議
會
デ
ア
ル
コ
ト
ヲ
信
ゼ
リ
借
テ
余
ガ
此
會
二
参
席
ス
ル
ハ
順
ル
好
機
會
ナ
レ
パ
協
議
ノ
事
柄
一
一
依
り
充
分

諸
君
ノ
御
意
見
ヲ
質
問
ス
ル
モ
差
問
ナ
キ
コ
ト
、
總
務
局
ヨ
リ
承
り
此
心
得
ニ
テ
参
倉
靭
シ
ガ
今
回
ハ
別
二
諸
君
二
御
質
問
ヲ
要

・
ス
ル
コ
ト
モ
無
ク
軍
一
一
御
協
議
ヲ
承
り
シ
一
一
止
し
り
尤
モ
本
日
迄
ノ
御
協
議
ニ
シ
テ
文
部
省
ノ
施
政
上
一
一
鎗
問
ヘ
ァ
ル
ヵ
或
ハ
文

部
省
ノ
制
規
二
抵
鯛
ス
ル
鵬
モ
ア
ラ
パ
辨
明
ヲ
執
ル
ノ
老
ヘ
ナ
リ
シ
ガ
本
日
迄
ノ
決
議
ハ
差
岡
ユ
ル
箙
モ
ナ
ク
我
含
一
於
テ
ハ
至

第
五
項
本
會
一
一
提
出
セ
ン
ト
欲
ス
ル
問
題
ハ
開
會
廿
日
前
一
一
第
五
高
等
中
學
校
へ
遥
逵
ス
ヘ
シ

但
提
出
ノ
準
備
ヲ
了
シ
得
ル
モ
ノ
ハ
前
段
ノ
限
一
一
非
ス

第
六
項
本
會
ハ
務
メ
テ
胸
襟
ヲ
被
キ
懇
談
ス
ル
ヲ
旨
ト
ス
ト
雌
モ
時
宜
一
一
依
リ
テ
ハ
會
頭
ヲ
設
ケ
普
通
ノ
議
事
法
一
一
依
ル
事
ア

ル
ヘ
シ
此
場
合
一
一
終
テ
ハ
第
五
高
等
中
學
校
長
ヲ
墨
ケ
テ
之
力
會
頭
ト
ス

第
七
項
本
會
ノ
庶
務
ハ
第
五
高
等
中
學
校
職
員
及
上
開
會
地
ノ
學
務
課
員
之
ヲ
捲
任
ス

極
満
足
ノ
コ
ト
ト
存
ズ
云
々

第
一
一
一
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
五
○

第
二
項
木
曾
ハ
高
等
中
學
校
設
置
医
城
内
一
一
在
ル
左
ノ
職
員
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

｜
高
等
中
學
校
職
員
若
干
名

一
尋
常
中
學
校
長
博
端
鋤
蝉
耐
箙
瑚

一
尋
常
中
學
校
教
員
癖
蝋
糾
騨
珈
噸
珊
一
名
以
上

一
學
務
課
長

一
縣
會
常
置
委
員
一
名
以
上
訓
端
柵
戦
鰍
瑞
》
勵
楠
鰍
究

以
上
ノ
外
各
縣
知
事
ノ
紹
介
ヲ
経
ク
ル
モ
ノ

第
一
一
一
項
本
會
ハ
毎
年
一
回
之
ヲ
開
ク
其
場
所
ハ
前
會
一
一
於
テ
定
ム
ル
塵
ニ
ョ
ル

第
四
項
本
會
ノ
開
期
ハ
開
會
五
十
日
前
一
一
第
五
高
等
中
學
校
ヨ
リ
各
縣
へ
通
知
シ
各
縣
ハ
開
會
一
一
十
日
前
一
一
出
席
員
ノ
職
姓
名

ヲ
第
五
高
等
中
學
校
へ
通
知
ス
若
壜
シ
特
別
ノ
事
由
ア
リ
テ
妖
員
ア
ル
縣
ハ
其
旨
ヲ
開
會
前
一
一
第
五
高
等
中
學
校
へ
報
知
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

！

Ｉ
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篝:：

二
十
四
年

の
協
議
會

と
嘉
納
校

長
の
氣
蝿

二
十
三
年

の
協
議
倉

に
對
し
て
、
嘉
納
校
長
は
、

文
部
省
ノ
方
針
ヲ
窺
う
一
一
高
等
中
學
ノ
修
業
年
数
ヲ
一
一
一
ヶ
年
尋
常
中
學
ノ
修
業
年
数
ヲ
六
ヶ
年
ト
シ
小
學
ヨ
リ
次
第
一
一
連
絡
ヲ
付

ク
ル
ノ
考
按
ナ
ル
ガ
如
シ
然
リ
ト
ス
レ
パ
本
按
ノ
加
キ
ハ
故
サ
ラ
一
一
文
部
大
臣
へ
建
議
ス
ル
ノ
値
ア
ル
ャ
否
ヲ
疑
フ
ナ
リ
併
シ
此

事
ハ
固
ヨ
リ
未
定
ノ
議
ナ
レ
バ
尚
ホ
諸
君
ノ
高
案
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
ル
ペ
ク
敢
テ
掴
ユ
ル
ー
ー
非
ズ

と
答
篇
し
、
そ
れ
よ
り
原
案
の
尋
常
中
學
校
に
豫
備
科
を
置
く
の
可
否
に
關
し
て
賛
否
互
に
論
じ
た
結
果
？
之
を
建
議
と
せ
す
、
校

長
よ
り
本
會
の
意
見
と
し
て
文
部
省
に
開
申
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
尋
常
中
學
に
於
て
、
直
接
役
に
立
た
ぬ
猫
連
語
を
課
す
る
代
り
に
、
簿
記
・
經
濟
の
如
き
を
以
て
す
べ
し
と
主
張
す
る
者

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
中
等
學
校

一
五
二

絡
に
就
い
て
種
を
討
議
の
結
果
、
直
に
本
科
へ
入
學
し
得
べ
き
こ
と
は
當
然
の
順
序
で
は
あ
る
が
、
今
日
の
實
況
に
徴
す
れ
ば
、
遺

憾
な
が
ら
優
等
生
の
み
を
採
用
す
る
の
も
、
止
む
を
得
ざ
る
事
情
で
次
第
に
門
戸
を
開
放
す
べ
き
こ
と
、
倫
理
教
授
に
關
し
て

は
、
教
科
書
の
選
定
に
困
難
を
畳
ゆ
ろ
が
，
結
論
に
達
せ
ず
し
て
他
日
の
研
究
問
題
と
な
し
、
青
木
書
記
官
も
、
「
今
日
の
場
合
は
、

文
部
省
検
定
の
教
科
書
中
に
就
い
て
撰
鐸
し
、
搭
當
教
師
の
掛
酌
に
任
せ
、
尊
王
愛
國
の
、
王
旨
を
敷
布
し
、
國
民
た
る
の
精
祁
を
充

分
酒
養
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
Ｌ
と
説
き
、
契
人
物
査
定
の
件
に
就
い
て
も
意
見
を
開
陳
し
た
亀
後
、

燭
連
語
ノ
件
一
一
就
テ
西
邨
君
ヨ
リ
教
頭
會
議
決
議
ノ
景
況
ヲ
咄
サ
レ
シ
ガ
各
高
等
中
學
校
教
頭
連
署
ヲ
以
テ
文
部
大
臣
へ
建
議
ア

リ
シ
ガ
爾
来
略
ポ
改
正
ノ
運
ピ
ニ
至
ラ
ン
ト
セ
リ
諸
君
一
一
於
テ
モ
之
ガ
改
正
ハ
別
一
一
差
間
ノ
箙
モ
ナ
キ
ト
思
料
セ
パ
歸
京
ノ
上
委

曲
本
省
へ
具
申
ス
ペ
シ
是
レ
ー
ハ
改
正
ノ
運
ピ
ヲ
早
ム
ル
ノ
一
策
ナ
ル
ベ
シ
債
テ
本
日
迄
段
を
諸
君
ノ
御
説
ヲ
承
ル
ー
｜
諸
君
ガ
教

育
施
設
上
一
一
就
テ
熱
心
苦
慮
セ
ラ
ル
、
ノ
黙
ハ
我
輩
感
伏
ノ
外
ナ
シ
此
等
ノ
件
ニ
ハ
委
詳
本
省
へ
報
告
セ
パ
大
一
一
施
政
上
参
考
ノ

資
ト
ナ
ル
コ
ト
多
カ
ラ
ン
ト
老
ヘ
リ
以
上
申
述
ル
所
ハ
余
ノ
愚
見
ニ
シ
テ
且
諸
君
一
一
希
望
ス
ル
所
ナ
リ

と
結
ん
で
ゐ
る
が
、
文
部
當
局
者
も
、
流
石
に
協
議
會
の
熱
誠
を
認
め
、
そ
の
協
議
内
容
を
多
と
し
て
、
教
育
行
政
の
改
善
に
費
せ

ん
と
す
る
の
雅
量
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

新
校
開
校
式
の
翌
々
日
、
即
ち
一
一
十
一
一
一
年
の
協
議
會
は
、
前
年
度
の
決
議
に
基
い
て
長
崎
に
於
て
開
い
た
篤
に
、
十
月
十
一
一
日
本

校
に
開
催
せ
る
協
議
會
に
就
い
て
は
、
詳
細
の
記
録
も
な
い
が
、
一
日
を
以
て
経
了
し
、
濱
尾
局
長
、
川
上
覗
學
官
、
富
岡
熊
本
・

中
野
長
崎
の
雨
知
事
も
臨
席
し
て
居
り
、
相
當
充
實
緊
張
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
・
今
、
同
月
十
月
一
一
十
一
日
の

官
報
第
一
一
千
百
九
十
四
號
に
擦
れ
ば
、

協
議
會
第
五
高
等
中
學
校
設
置
医
域
内
各
縣
協
議
會
ヲ
本
月
十
一
一
日
同
校
内
一
一
開
設
シ
同
校
ト
九
州
各
縣
公
私
立
尋
常
中
學
校

ト
連
絡
ニ
關
ス
ル
諸
件
ヲ
協
議
シ
同
日
閉
會
セ
リ
賞
日
参
會
員
ハ
長
崎
縣
尋
常
中
學
校
長
同
學
務
課
員
同
私
立
大
村
尋
常
中
學
校

主
及
副
校
主
私
立
平
戸
猶
興
館
教
員
輻
岡
縣
立
修
猷
舘
長
及
教
員
同
豐
津
尋
常
中
學
校
長
同
久
留
米
尋
常
中
學
校
長
及
識
員
同
柳

川
橘
蔭
學
館
長
及
敦
員
同
學
務
課
長
大
分
縣
尋
常
中
學
校
長
佐
賀
縣
尋
常
中
學
校
教
員
同
學
務
課
長
同
縣
會
常
置
委
員
熊
本
縣
學

務
課
長
及
課
員
宮
崎
縣
學
務
課
長
等
ニ
シ
テ
東
京
ヨ
リ
出
張
ノ
濱
尾
文
部
省
専
門
學
務
局
長
同
覗
學
官
川
上
彦
次
郎
及
富
岡
熊
本

縣
知
事
中
野
長
崎
縣
知
事
モ
臨
席
セ
リ

と
記
載
し
て
あ
る
。
然
る
に
翌
二
十
四
年
十
月
一
一
十
六
日
午
後
一
時
よ
り
開
か
れ
た
協
議
會
は
、
恰
も
往
年
の
そ
れ
の
如
く
、
否
寧

ろ
そ
れ
以
上
の
活
氣
を
呈
し
、
着
任
後
間
も
な
い
嘉
納
會
長
、
開
會
を
宣
し
て
直
に
質
疑
に
入
る
。
努
頭
、
豐
津
中
學
校
長
の
質
問

次
に
、
尋
常
〈

あ
り
。
校
長
は
、

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

嘉
納
校
長
は
、

五
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國
語
漢
文
外
國
語
ノ
如
キ
ハ
随
分
授
業
法
一
一
功
拙
多
カ
ル
ベ
シ
明
年
若
シ
欝
會
へ
出
席
ス
ル
ヲ
得
パ
修
身
科
ノ
如
キ
ハ
小
宮
自
カ

ラ
之
レ
ガ
講
習
二
當
ラ
ン
ト
期
ス
其
方
法
等
ハ
明
日
提
出
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス

と
所
信
を
被
渡
せ
る
あ
た
り
、
校
長
當
年
の
意
氣
と
抱
負
と
を
偲
ぶ
に
足
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

第
一
一
百
は
、
一
一
十
七
日
午
前
九
時
半
よ
り
開
會
、
先
づ
校
長
よ
り
本
校
提
出
の
協
議
會
規
約
改
正
案
に
久
留
米
案
を
参
酌
し
て
修

正
せ
る
も
の
を
期
讃
す
べ
し
と
て
、
教
頭
を
し
て
朗
読
せ
し
め
、
一
一
一
一
一
質
問
あ
り
て
後
、
異
議
な
く
之
を
可
決
し
、
昨
日
よ
り
持
越

の
生
徒
進
歩
成
績
表
に
就
い
て
審
議
を
始
む
。
然
る
に
依
然
と
し
て
決
せ
す
、
已
む
を
得
ず
校
長
は
緊
手
を
以
て
可
否
を
定
む
る
こ

と
輯
し
、
反
對
考
の
緊
手
を
促
せ
ば
、
そ
の
数
九
人
、
次
に
賛
成
者
を
促
せ
ば
、
暴
手
八
人
で
數
的
に
は
否
決
さ
れ
た
鐸
で
あ
る

が
、
井
芹
氏
の
如
き
は
。
「
中
ヲ
折
シ
テ
不
都
合
ノ
脈
ノ
ミ
改
正
ヲ
加
ヘ
パ
躯
チ
本
按
ヲ
全
斥
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
ル
ペ
シ
且
鈴
木
君
ハ
採

決
ノ
際
離
席
セ
ラ
レ
ク
レ
バ
同
君
ノ
意
見
ヲ
問
ハ
レ
グ
シ
」
と
申
出
で
因
っ
て
校
長
、
同
氏
の
賛
否
を
質
せ
ば
賛
意
を
表
し
、
弦

に
賛
否
相
半
す
る
の
状
態
と
な
る
。
仏
て
校
長
は
、
教
頭
に
對
し
て
慣
例
を
尋
ね
、
教
頭
は
別
に
慣
例
と
て
も
な
け
れ
ば
、
通
例
の

會
議
艦
に
倣
っ
て
會
長
の
採
否
に
俟
つ
く
含
旨
を
答
へ
、
異
議
者
も
無
か
っ
た
の
で
、
犬
鵠
を
採
用
す
る
こ
と
に
決
し
、
製
表
上

精
粗
の
事
に
捗
り
、
一
一
一
一
一
議
論
の
末
、
大
綱
は
原
案
に
従
ひ
、
そ
の
精
粗
は
各
校
の
調
製
に
一
任
す
る
こ
と
シ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

是
に
於
て
校
長
は
更
め
て
、
「
右
ノ
如
ク
沢
シ
グ
ル
ニ
就
テ
ハ
進
歩
成
績
表
一
一
教
科
用
書
配
當
表
ヲ
添
ヘ
テ
木
曾
二
持
参
ス
ル
ノ
外
試

験
問
題
及
答
稿
等
ハ
副
ユ
ル
一
一
及
鯵
ハ
ザ
ル
事
二
確
定
ス
」
と
宣
し
、
次
の
事
項
に
入
る
。
然
る
に
尋
常
中
學
に
於
け
る
畢
科
を
、
高

等
諸
學
校
に
進
む
者
と
、
直
に
實
業
に
就
く
者
と
に
對
し
て
、
一
一
途
に
分
つ
こ
と
に
關
し
て
も
、
可
否
の
論
陣
堅
く
し
て
互
に
護
ら

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
五
五

答
へ
て
校
長
は
、

と
謀
る
所
あ
り
、
會
員
中
よ
り
、
「
授
業
方
講
習
ノ
如
キ
ハ
先
ヅ
貴
校
ヨ
リ
始
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
請
ヲ
得
ペ
キ
カ
」
と
間
ふ
者
あ
る
に

と
提
案
し
、
そ
れ
よ
り
尋
常
中
學
を
一
一
途
に
厘
別
す
る
の
可
否
容
易
に
決
せ
ず
、
校
長
よ
り
、
「
本
按
ハ
顔
ル
審
議
ヲ
要
ス
ル
ノ
債
値

ア
ル
件
ト
認
ム
ル
ー
ー
依
り
尚
明
日
ノ
會
議
一
一
讓
リ
テ
ハ
如
何
」
と
謀
り
、
満
場
之
に
賛
同
し
て
、
久
留
米
明
善
校
提
案
の
審
議
に
移

る
。
か
く
て
嘉
納
校
長
。
櫻
井
教
頭
夫
を
質
問
に
應
答
し
た
る
後
、
本
校
發
案
の
規
約
修
正
の
件
を
議
決
し
、
第
一
一
條
の
審
議
に
懸
る
。

而
し
て
之
に
就
い
て
、
各
中
學
の
試
験
問
題
交
換
の
實
績
に
徴
し
て
存
麿
両
論
あ
り
、
叉
、
或
者
は
教
科
用
書
配
當
表
に
生
徒
進
歩

成
績
表
を
添
へ
ん
こ
と
を
主
張
す
。
之
に
對
し
て
校
長
は
、
「
左
ラ
バ
其
事
ハ
協
議
會
ノ
問
題
外
ト
シ
テ
各
校
随
意
二
相
談
ス
ル
コ
ト

ト
シ
テ
ハ
如
何
」
と
謀
り
、
結
局
、
今
後
は
試
駿
問
題
教
科
用
書
配
當
共
互
に
交
換
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
都
て
営
倉
へ
各
自
持
参

す
る
こ
と
に
決
し
、
成
績
表
に
就
い
て
は
、
明
日
に
譲
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

然
シ
テ
舷
二
當
會
｜
一
向
テ
豫
〆
御
相
談
ヲ
要
ス
ル
事
ア
リ
他
一
一
ア
ラ
ズ
抑
モ
本
會
ヲ
開
ク
ニ
就
テ
ハ
遠
方
御
苦
勢
ノ
方
モ
勘
カ
ラ

ズ
左
レ
バ
成
ル
ペ
ク
多
ク
ハ
利
盆
ヲ
牧
メ
テ
歸
縣
セ
ラ
ル
、
様
致
シ
度
ク
切
望
ス
ル
所
ヨ
リ
向
後
最
モ
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ハ
何
ゾ
ト

請
う
一
一
授
業
方
ノ
改
良
ヲ
計
ル
ー
在
ル
ベ
シ
ト
思
惟
ス
価
テ
ハ
得
意
ト
ス
ル
所
ノ
授
業
方
法
ヲ
當
會
へ
持
出
シ
テ
他
ノ
批
評
ヲ
受

ク
ル
等
ノ
事
二
及
パ
、
随
分
利
盆
ア
ル
ペ
ク
借
ズ
諸
君
若
シ
大
鵠
ヲ
賛
成
セ
ラ
ル
夢
ナ
ラ
パ
其
方
法
ノ
如
キ
ハ
小
官
原
按
者
ト
ナ

ク
ル
等
ノ
事
一
一
及
パ
、
随
分

リ
テ
明
日
之
ヲ
提
出
ス
ベ
シ

か
く
て
嘉
納
校
長
は
、

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
五
四

精
細
ノ
事
二
就
テ
ハ
追
々
審
議
ヲ
識
ス
ペ
キ
モ
要
ス
ル
ニ
経
リ
ノ
｜
年
ナ
リ
ニ
年
ナ
リ
ノ
科
ヲ
分
テ
各
々
之
ヲ
建
議
ス
ル
ト
否
卜

ヲ
議
決
シ
テ
ハ
如
何

●



二
十
五
年

の
協
議
倉

く
決
議
し
て
ゐ
る
。

學
科
分
岐
ノ
可
否
一
一
就
キ
テ
各
々
議
論
セ
ラ
ル
、
ガ
余
ガ
見
ル
所
一
一
依
レ
バ
分
岐
説
ノ
加
ク
ス
レ
パ
現
在
ノ
科
程
二
様
卜
本
按
一
一

依
リ
テ
附
加
ス
ル
學
科
ト
都
合
一
一
一
様
ト
ナ
ル
斯
ク
ノ
如
ク
尋
常
中
畢
生
一
一
種
々
ア
リ
テ
ハ
高
等
中
學
二
於
テ
入
墨
者
ヲ
侍
シ
一
一
甚

グ
困
難
ナ
リ
右
等
ノ
鮎
ハ
宜
ク
御
注
意
ア
ル
ペ
シ

と
注
意
を
促
す
所
あ
り
て
後
、
原
案
の
如
く
某
學
科
を
附
加
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
者
に
學
手
を
要
む
れ
ば
、
そ
の
数
十
五
人
に
し

て
採
用
に
決
し
、
建
議
の
方
法
は
、
校
長
よ
り
文
部
省
へ
申
報
す
る
こ
と
に
諒
解
を
得
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
昨
日
校
長
發
議
の
教
授
方
法
等
に
關
す
る
取
調
を
報
告
す
れ
ば
、
學
科
に
依
り
受
特
教
員
を
豫
定
し
、
次
回
に
講
述
す
べ

き
學
科
を
凡
そ
一
一
科
と
し
て
豫
め
之
を
定
め
置
き
た
し
、
と
提
言
す
る
者
が
あ
り
、
之
を
可
決
し
て
一
應
會
を
閉
ぢ
り
午
後
一
時
再

び
着
席
を
俟
ち
て
投
票
紙
を
配
布
し
、
投
票
の
結
果
、
英
語
七
、
倫
理
七
、
地
理
七
と
、
一
一
一
科
同
数
の
爲
、
更
に
畢
手
に
間
う
て
英

語
及
び
倫
理
と
決
定
し
、
次
で
本
會
規
約
中
の
修
正
案
を
審
議
可
決
し
た
る
後
、
次
回
も
熊
本
に
於
て
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。 第
三
章
新
透

な
い
の
で
、
校
長
は
、

而
し
て
前
年
の
協
議
會
に
於
て
決
定
せ
る
英
語
及
び
倫
理
の
授
業
法
を
討
議
の
結
果
、
英
語
の
授
業
法
は
、
従
來
廣
く
行
は
れ
て

ゐ
る
所
謂
鍵
則
法
を
一
愛
し
て
，
不
完
全
な
が
ら
も
書
物
を
理
解
す
る
力
の
み
先
づ
進
み
で
會
話
作
文
の
力
は
遙
に
劣
り
、
又
は

文
法
の
書
は
之
を
解
し
得
て
も
、
之
が
活
用
に
熟
せ
ざ
る
が
如
き
弊
を
矯
め
て
、
作
文
文
法
會
話
讓
解
を
以
て
別
種
の
課
目
と
見

倣
さ
す
、
な
る
べ
く
結
び
合
せ
て
之
を
教
授
し
、
相
扶
け
相
侍
り
て
進
歩
を
圖
る
こ
と
に
決
定
を
見
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
倫
理
の
授
業
法
に
關
し
て
は
、
各
校
の
意
見
一
致
せ
す
、
或
は
口
授
の
み
に
依
る
べ
し
と
説
き
、
或
は
論
語
。
小
畢
の

類
を
教
科
書
に
使
用
す
べ
し
と
述
べ
、
或
は
又
、
一
部
は
論
語
・
小
學
の
類
に
就
い
て
教
授
し
、
一
部
は
倫
理
學
の
書
物
に
就
い
て

教
捜
す
ろ
を
可
と
す
と
主
張
し
て
、
何
等
歸
一
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
授
業
の
利
害
得
失
を
講
究
す
る
こ
と
を
得

て
、
各
々
大
い
に
盆
す
る
所
が
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
大
勢
は
、
尋
常
中
學
に
於
け
る
倫
理
教
育
は
、
勅
語
を
基
と
し

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
五
七

第
一
項
九
州
各
縣
尋
常
中
學
校
ノ
學
年
ヲ
四
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
一
一
一
月
舟
一
日
マ
デ
ト
定
〆
第
五
高
等
中
學
校
モ
之
二
適
合
ス
ル

様
漸
次
學
年
ヲ
改
ム
ル
事

翌
一
一
十
五
年
の
協
議
會
に
於
て
は
、
九
州
各
縣
よ
り
一
一
十
餘
名
参
集
、
佐
賀
縣
尋
常
中
學
校
の
建
議
案
を
審
議
の
結
果
、
左
の
加

第
二
項

ル
事

本
項
ハ
協
議
ノ
末
左
ノ
理
由
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
第
五
高
等
中
學
校
ヨ
リ
文
部
大
臣
一
一
請
願
セ
ン
コ
ト
ヲ
決
議
ス

文
部
省
一
一
於
テ
施
行
ス
ル
教
員
學
力
検
定
試
駿
ヲ
特
一
一
九
州
一
一
於
テ
モ
施
行
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

理
由
（
省
略
）

第
三
項
尋
常
中
學
校
學
科
課
程
ノ
改
正
ヲ
文
部
省
二
請
願
ス
ル
事

本
項
二
關
シ
テ
ハ
文
部
省
モ
種
々
取
調
中
二
付
殊
更
一
一
請
願
セ
ザ
ル
モ
本
項
ノ
主
旨
ヲ
會
長
ヨ
リ
文
部
大
臣
へ
申
報
シ
置
ク
コ

本
項
ハ
協
議
ノ
末
到
底
一
定
シ
カ
グ
キ
ノ
事
情
ア
レ
パ
各
校
ノ
適
宜
一
一
任
ス
事

ト
｜
一
決
ス 文
部
省
ニ
テ
施
行
セ
ラ
ル
教
員
學
力
検
定
試
駿
ヲ
九
州
地
方
一
一
限
り
特
別
二
九
州
一
一
テ
施
行
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
請
願
ス

●
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訂
薙
襲

二
十
六
年

の
協
議
倉

二
十
七
年

の
協
議
會

九
州
中
學

蝋橘噸儒
決
定

其
の
他
来
年
の
會
場
は
本
校
と
爲
し
、
授
業
法
講
究
の
課
目
は
、
國
語
漢
文
及
び
數
學
と
定
む
る
等
、
種
々
の
打
合
約
束
等
を
爲
し

て
、
こ
の
熱
心
に
し
て
有
盆
な
る
會
議
を
了
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
六
年
に
於
け
る
協
議
會
は
、
前
年
の
本
會
に
決
定
せ
る
數
學
及
び
國
語
漢
文
科
の
授
業
法
に
就
い
て
討
議
の
結
果
、
左

の
如
く
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
五
八

て
之
を
布
術
し
、
多
数
の
教
育
あ
る
現
時
の
日
本
人
が
、
日
本
の
道
徳
と
し
て
認
む
る
所
の
道
を
授
く
る
こ
と
と
し
．
其
の
授
業
法

は
口
授
を
以
て
筬
良
と
は
す
る
が
、
目
下
多
数
の
學
校
に
於
て
は
、
書
物
を
川
ひ
る
こ
と
を
却
っ
て
便
利
と
し
て
ゐ
る
事
情
に
鑑
み
、

必
ず
し
も
之
を
一
定
せ
す
、
又
、
教
科
書
の
如
き
も
、
各
校
の
適
宜
に
任
せ
、
た
と
ひ
書
物
に
な
く
と
も
、
生
徒
に
必
要
と
認
め
る

も
の
は
、
務
め
て
口
授
を
以
て
之
を
補
ふ
こ
と
に
す
る
と
云
ふ
に
在
っ
た
や
フ
で
あ
る
。

次
に
、
這
同
の
協
議
會
に
於
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
雑
誌
「
九
州
中
畢
教
育
要
報
」
發
行
の
件
を
定
め
た
こ
と
で
あ
る
９

－
、
第
五
高
等
中
學
校
ハ
授
業
法
及
生
徒
ノ
薫
陶
管
理
ノ
方
法
ヲ
講
究
シ
又
各
學
校
ヲ
シ
テ
相
互
一
一
其
状
況
ヲ
知
ル
ノ
便
ヲ
得
セ
シ

メ
ン
ガ
爲
〆
毎
年
数
口
中
墨
教
育
一
一
關
ス
ル
雑
誌
ヲ
發
行
セ
ン
コ
ト
ヲ
發
議
シ
満
場
ノ
同
意
ヲ
得
テ
左
ノ
通
約
束
ス

、
ノー
九
州
中
學
教
育
要
報
ト
云
う
表
題
ニ
テ
ー
ケ
年
一
一
一
回
刊
行
ノ
雑
誌
ヲ
發
行
ス
ル
コ
ト

くＪ一
一
雑
誌
中
ニ
ハ
論
説
（
中
學
教
育
一
一
關
ス
ル
各
種
ノ
論
説
ヲ
褐
グ
）
實
験
（
授
業
管
理
等
ノ
實
駿
ヲ
褐
グ
）
雑
報
、
法
令
り

く

贋
エ
ロ
ノ
諸
欄
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

、
ノ

ー
一
一
材
料
ハ
各
學
校
ヨ
リ
蒐
集
シ
費
用
ハ
各
學
校
二
於
テ
私
費
ヲ
以
テ
之
ヲ
負
捲
シ
編
纂
事
務
ハ
第
五
高
等
中
學
校
二
引
受
ル

く

一
、
九
州
中
學
教
育
要
報
ヲ
一
層
擴
張
シ
學
藝
ノ
ー
欄
ヲ
加
へ
普
通
教
育
一
一
關
ス
ル
諸
種
ノ
學
説
ヲ
記
載
シ
以
テ
相
互
ノ
便
盆
ヲ
謀

ラ
レ
ン
コ
ト
、
シ
又
發
刊
期
ヲ
一
一
月
五
月
十
一
月
二
改
〆
各
學
校
一
一
於
テ
主
任
者
雨
三
名
ヲ
命
ジ
オ
ク
コ
ト
ー
一
決
ス

ー
、
來
年
ノ
會
場
ハ
第
五
高
等
中
學
校
ト
シ
授
業
法
講
究
ノ
課
目
ハ
歴
史
、
地
理
一
一
決
ス

翌
一
一
十
七
年
十
一
月
十
一
日
よ
り
三
日
間
、
本
校
に
於
て
開
か
れ
た
協
議
會
は
、
九
州
各
縣
は
勿
論
、
中
國
四
園
よ
り
の
來
會
者

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
中
等
學
校

一
五
九

｜
、
數
學
ノ
授
業
法
ハ
各
校
提
出
ノ
案
ハ
大
同
小
異
ニ
シ
テ
有
盆
ノ
方
法
モ
少
カ
ラ
ズ
因
ツ
テ
互
二
共
長
ヲ
取
リ
テ
實
行
ス
ル
コ
ト

ニ
一
定
ス
蓋
シ
幾
何
學
二
付
テ
ハ
尋
常
中
學
科
第
一
年
級
二
於
テ
幾
何
初
歩
ヲ
魔
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
説
ア
リ
又
豊
學
中
ニ
テ
簡
軍
一
一

之
ヲ
授
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
ル
ノ
説
ア
リ
タ
ル
モ
結
局
尚
研
究
ノ
上
来
年
ノ
會
議
一
一
於
テ
兎
モ
角
モ
ス
ル
コ
ト
、
ナ
リ
又
數
學
全
般
一
一

就
キ
テ
モ
十
分
研
究
シ
其
成
績
ヲ
次
會
二
報
告
シ
尚
課
程
ヲ
一
致
ス
ル
ノ
必
要
ア
レ
パ
其
時
二
定
ム
ル
コ
ト
ニ
決
ス

ー
、
數
學
ノ
教
科
書
ヲ
一
定
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
建
議
ア
リ
ク
ル
モ
種
を
質
問
ノ
末
賛
成
者
ナ
ク
絡
二
否
決
ス

ー
、
國
語
科
授
業
法
ハ
協
議
ノ
上
本
年
ノ
夏
第
一
高
等
中
學
校
一
一
於
テ
文
部
省
ヨ
リ
開
カ
レ
タ
ル
國
語
科
講
習
會
ノ
主
旨
一
一
依
リ
テ

教
授
シ
且
シ
倫
理
科
二
資
ス
ル
モ
ノ
ハ
務
メ
テ
之
ヲ
利
用
シ
共
活
用
ヲ
擴
ム
ル
コ
ト
ー
一
決
ス

ー
、
漢
文
科
授
業
法
ハ
漢
文
科
ハ
國
語
科
ト
連
絡
ヲ
通
ジ
テ
共
活
用
ヲ
助
ヶ
難
澁
拮
屈
ノ
文
ヲ
避
ヶ
平
易
流
暢
ノ
文
ヲ
作
ラ
シ
ム
ル

一
一
注
意
シ
其
材
料
ノ
如
キ
ハ
可
成
倫
理
科
二
關
ス
ル
事
柄
ヲ
利
用
ス
ル
コ
ト
｜
一
決
ス

ー
、
漢
文
科
讃
本
編
纂
ノ
建
議
ア
リ
タ
ル
モ
來
會
マ
デ
廷
ス
コ
ト
｜
一
決
ス
・

一
、
尋
常
中
學
校
ノ
學
科
課
程
等
ノ
改
正
一
一
付
各
府
縣
尋
常
中
學
校
長
ヲ
召
集
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
協
議
倉
ノ
名
ヲ
以
テ
文
部
大
臣
一
一

建
議
ス
ル
コ
ト
ー
一
決
ス

事

！



事る約協
の松に議
要zF關會
望知す親

識》繍蝿

厘
域
内
及

連
絡
尋
常

中
學
校
名

發
し
た
。

第
一
一
一
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
六
○

も
あ
り
、
そ
の
数
に
於
て
は
未
曾
有
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
協
議
事
項
は
、
文
部
省
提
出
の
諮
問
案
、
各
校
提
出
の
地
歴
教
授

法
、
幅
井
教
授
提
出
の
萬
國
歴
史
教
授
方
案
、
内
田
教
授
提
出
の
支
那
歴
史
教
授
方
案
、
笠
間
教
授
提
出
の
日
本
歴
史
教
授
方
案
等

で
中
川
校
長
會
頭
と
な
り
、
先
づ
諮
問
案
に
就
い
て
審
議
し
、
逐
條
的
決
議
法
に
依
り
、

「
生
徒
各
人
の
境
遇
及
び
目
的
を
知
る
こ
と
師
弟
の
遺
墨
ら
ざ
る
は
種
々
の
原
因
あ
れ
ど
も
。
學
校
の
組
織
に
關
す
る
こ
と

－
の
原
因
な
り
。
即
ち
教
師
と
生
徒
と
は
教
場
内
外
に
て
親
く
相
知
る
機
會
を
有
せ
ざ
る
が
故
に
、
こ
の
弊
を
矯
め
感
化
誘
披

の
功
を
蕊
ぐ
る
に
は
、
先
づ
各
級
に
、
王
任
教
師
を
置
き
之
を
し
て
生
徒
一
身
に
關
す
る
事
項
に
就
き
責
任
を
有
せ
し
め
、
漸
次

其
本
分
を
完
ふ
せ
し
む
る
を
要
し
・
次
に
校
内
若
く
ば
學
校
附
近
に
校
長
及
び
教
師
の
宿
舎
を
建
て
、
家
族
團
蘂
の
感
情
を
生

徒
に
及
ぼ
し
、
訓
育
の
目
的
を
達
し
易
か
ら
し
む
べ
き
な
り
。

『
請
記
を
省
く
べ
き
事
教
授
上
語
記
語
調
を
避
け
、
理
解
的
記
臆
を
主
と
す
る
は
勿
論
な
り
・
然
れ
ど
も
全
く
箪
濁
の
記
臆

を
厩
す
ろ
は
不
可
な
り
、
否
寧
ろ
或
る
教
科
に
は
之
を
用
ゆ
る
必
要
あ
り
と
す
。

「
試
駿
の
設
題
に
注
意
す
べ
き
事
試
駿
の
設
題
は
生
徒
の
噌
記
的
記
臆
を
試
る
に
非
か
し
て
、
理
解
を
試
む
る
も
の
な
り
・

等
を
決
議
し
、
第
一
一
百
に
は
各
校
提
出
の
方
案
を
、
會
員
の
投
票
に
因
っ
て
濟
々
醤
提
出
案
に
定
め
、
同
案
竝
に
一
一
一
教
授
提
出
案
に

就
い
て
、
互
に
質
問
應
答
の
結
果
、
各
自
の
研
究
問
題
と
し
て
残
す
こ
と
シ
な
り
、
來
年
の
協
議
會
も
、
投
票
に
因
り
て
本
校
と
決

し
、
議
題
は
生
理
及
び
動
植
物
教
授
方
案
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
明
治
一
一
十
九
年
一
月
、
時
の
熊
本
縣
知
事
松
本
正
直
氏
は
、
中
川
校
長
宛
、
協
議
會
會
規
に
關
し
て
左
の
如
き
公
文
書
を

第
五
高
等
學
校
設
置
厘
域
内
各
縣
協
議
倉
規
約
第
二
項
第
五
歎
二
依
り
府
縣
會
常
置
委
員
モ
同
會
二
出
席
ス
ル
コ
ト
ニ
相
成
居
候

虚
右
ハ
當
初
尋
常
中
學
校
ノ
設
備
等
多
少
経
濟
二
開
ス
ル
コ
ト
モ
有
之
ト
ノ
老
ヨ
リ
右
様
相
成
居
候
コ
ト
、
存
候
然
ル
ー
現
今
右

協
議
會
ニ
テ
協
議
相
成
候
事
件
ハ
專
ラ
教
授
管
理
方
法
竝
高
等
學
校
入
墨
生
徒
二
關
ス
ル
聯
絡
等
ノ
問
題
一
一
止
マ
リ
経
濟
二
關
ス

ル
コ
ト
ハ
至
ツ
テ
勘
ク
従
ツ
テ
同
會
一
一
常
置
委
員
ノ
出
席
ス
ル
必
用
無
之
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
右
等
事
件
ノ
協
議
二
常
置
委
員
ノ
加
ハ
ル

ハ
却
テ
穗
當
ナ
ラ
サ
ル
ノ
嫌
有
之
候
間
御
賛
同
ノ
多
数
ヲ
得
テ
同
規
約
第
一
一
項
第
五
欺
一
縣
會
常
置
委
員
一
名
以
上
糊
妨
蝋
繊
鵬

夛
穐
鮒
仲
騨
噸
ノ
ー
歎
ヲ
削
除
候
様
致
度
此
段
及
御
協
議
候
也

而
し
て
明
治
一
一
十
八
年
度
本
校
一
覧
に
記
し
て
あ
る
厘
域
内
及
連
絡
尋
常
中
學
校
は
、
長
崎
縣
尋
常
中
學
校
、
私
立
尋
常
大
村
中

學
枝
、
平
戸
猫
興
館
。
輻
岡
縣
立
奪
常
中
學
修
猷
舘
、
輻
岡
縣
久
留
米
尋
常
中
學
明
善
校
、
輻
岡
縣
豐
津
尋
常
中
學
校
、
一
幅
岡
縣
尋

常
中
學
傳
習
館
・
大
分
縣
尋
常
中
學
校
。
佐
賀
縣
尋
常
中
學
校
。
熊
本
縣
尋
常
中
學
濟
々
髪
。
宮
崎
縣
尋
常
中
學
校
。
鹿
兒
島
尋
常

中
學
校
・
大
阪
府
第
一
尋
常
中
學
校
・
兵
庫
縣
尋
常
中
學
校
。
島
根
縣
第
一
尋
常
中
學
校
、
島
根
縣
第
一
一
尋
常
中
學
校
。
香
川
縣
尋

常
中
學
校
。
愛
媛
縣
尋
常
中
學
校
。
高
知
縣
尋
常
中
學
校
、
高
知
縣
尋
常
中
學
海
南
學
校
等
で
あ
る
。

然
る
に
同
年
六
月
に
は
、
明
治
一
一
千
年
四
月
以
降
、
大
學
豫
科
へ
生
徒
を
入
學
せ
し
む
る
に
は
、
高
等
中
學
設
置
厘
域
に
依
ら
ざ

る
儀
と
心
得
べ
き
旨
の
訓
令
が
發
せ
ら
れ
た
の
で
、
明
治
一
一
一
十
年
以
後
の
協
議
會
仁
は
、
第
五
地
方
部
の
語
を
用
ふ
べ
き
理
由
は
な

い
筈
で
あ
る
の
に
、
明
治
一
一
一
十
五
年
の
雑
件
綴
に
は
、
依
然
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
ろ
。
但
、
會
員
を
本
校
の
職
員
と
奪
常
中
學
校

の
職
員
に
限
定
さ
れ
た
が
、
今
、
前
掲
の
規
約
と
相
違
す
る
も
の
を
曇
ぐ
れ
ば
、

第
五
地
方
部
高
等
學
校
及
奪
常
中
學
校
協
議
會
規
約

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
一
ハ
ー



艸繊鵬餓
措

》
第
五

方

部
高

學
校
及

常

糾騨搬棚

序
に
記
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
「
明
治
廿
一
年
度
第
五
高
等
中
學
校
経
費
豫
算
ノ
内
各
縣
分
措
額
議
案
説
明
書
且
「
明
治
廿
一
年

各
縣
人
口
比
較
」
、
「
生
徒
數
及
経
費
」
等
に
就
い
て
で
あ
る
。

本
校
の
経
費
に
關
し
て
は
、
中
學
校
令
第
五
催
に
依
り
、
國
庫
支
出
の
外
に
、
勅
令
第
四
十
號
及
び
文
部
省
令
第
八
號
に
依
り
、

設
置
医
域
内
各
縣
地
方
税
よ
り
支
辨
す
る
場
合
に
於
て
は
、
地
方
税
の
負
措
總
額
は
、
當
分
の
内
文
部
大
臣
之
を
定
め
、
各
縣
の
分

捲
額
は
、
知
事
協
議
の
上
之
を
査
定
し
、
縣
常
置
委
員
の
互
選
を
以
て
、
各
委
員
三
名
を
出
し
て
之
を
議
定
す
る
こ
と
シ
な
っ
て
居

り
、
地
方
税
よ
り
支
辨
す
べ
き
総
額
十
分
の
七
分
五
を
一
一
分
し
、
そ
の
中
一
半
は
、
各
縣
國
税
高
竝
に
地
方
税
を
率
と
し
、
他
の
一

半
は
、
人
口
数
を
率
と
し
て
之
を
定
め
、
其
の
十
分
の
一
分
五
は
、
該
校
本
部
設
置
の
熊
本
縣
に
増
課
し
、
他
の
十
分
の
一
は
、
警

學
部
設
置
の
長
崎
縣
に
増
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
一
例
と
し
て
、
明
治
一
一
十
年
十
月
十
四
日
よ
り
開
會
せ
る
第
五
高
等
中
學
校
明

治
一
一
十
一
年
度
経
費
各
縣
分
捲
額
議
定
委
員
會
に
於
て
議
定
せ
る
各
縣
分
捲
額
を
示
せ
ば
、

之
を
要
す
る
に
、
本
枝
に
於
け
る
協
議
會
の
組
織
が
如
何
に
賞
を
得
て
居
り
、
且
そ
の
内
容
も
充
實
し
て
居
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら

れ
よ
う
。
然
る
に
商
議
員
規
程
は
、
前
掲
の
如
く
、
明
治
一
一
一
十
四
年
、
文
部
大
臣
の
命
令
を
以
て
之
を
麿
止
せ
ら
れ
た
の
は
、
高
等

學
校
竝
に
尋
常
中
畢
校
の
形
式
内
容
共
に
漸
次
整
備
充
實
し
て
来
た
爲
に
、
そ
の
必
要
を
認
め
な
く
な
っ
た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

く
、
本
校
に
於
け
る
聯
絡
協
議
會
も
、
聯
絡
鳫
域
は
既
に
撤
歴
せ
ら
れ
て
事
實
上
不
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
兎

も
角
も
、
本
協
議
會
な
る
も
の
が
、
九
州
地
方
を
中
心
と
し
て
、
尋
常
中
學
校
と
の
聯
絡
を
圖
つ
土
ば
か
り
で
な
く
、
教
育
内
容
の

改
善
に
貢
献
せ
し
こ
と
も
亦
、
藍
だ
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。

追
加

第
一
一
一
地
方
部
中
ノ
尋
常
中
學
校
職
員
一
一
シ
テ
本
會
一
一
出
席
ス
ル
者
ハ
協
議
上
第
五
地
方
部
出
席
者
ト
異
ナ
ル
虚
ナ
シ
但
シ
議
題
ノ

種
類
一
一
依
り
テ
ハ
其
決
議
ノ
数
一
一
加
へ
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

第
一
項
木
曾
ハ
第
五
地
方
部
中
學
教
育
二
關
ス
ル
諸
般
ノ
事
項
ヲ
協
議
ス
ル
カ
爲
二
之
ヲ
設
ク

第
一
一
項
本
會
ハ
左
ノ
職
員
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

ー
、
高
等
學
校
職
員

若
干
名

二
、
尋
常
中
學
校
職
員

若
干
名

第
一
一
一
項
本
會
ハ
毎
年
一
同
熊
本
一
一
於
テ
之
ヲ
開
ク
其
期
日
ハ
第
五
高
等
學
校
長
ノ
定
ム
ル
庭
一
一
ヨ
ル

第
七
項
木
曾
ノ
鵬
務
ハ
第
五
高
等
學
校
職
員
之
ヲ
婚
任
ス

第
三
章
新
椀
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

金
四
千
五
百
八
十
三
回

（
七
千
百
八
十
七
圓
）

金
一
一
千
七
百
四
十
三
回

金
五
千
七
百
九
十
三
圓

（
四
千
三
百
四
十
五
圓
）

金
一
一
一
千
五
百
三
匹

（
二
千
六
百
五
十
回
）

金
二
千
八
百
六
十
五
回

（
四
千
六
百
四
十
九
回
）

（
二
千
五
十
七
回
）

（
括
弧
内
〈
醗
算
案
）

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
第
の
五
高
等
中
學
校

十

圓

０

熊
本
縣
負
婚
額

大
分
縣
負
婚
額

佐
賀
縣
負
婚
額

幅
岡
縣
負
措
額

長
崎
縣
負
婚
額

一一ハーーー

一
一
ハ
ー
ー



九
州
各
縣

尋
常
中
學

雌繊雛數．

二
十
一
年

九
州
各
縣

人
口
比
較

宮
崎
縣

一
一
一
八
三
、
二
四
七
人

鹿
兒
島
縣

九
二
五
、
六
一
五
人

の
数
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
又
、
各
尋
常
中
學
校
を
比
較
し
て
見
れ
ば
、

生
徒
數
及
経
費

校
名
調
査
日
五
年
四
年
三
年
二
年
一
年

長
崎
縣
尋
常
中
學
校
明
治
汁
二
年
十
一
月
一
日
一
六
一
九
四
四
五
四
一
○
八

私
立
大
村
辱
常
中
學
校

一
一
一
一
五
三
六
四
四
八
一

平
戸
猶
興
館
明
治
廿
二
年
十
一
月
中
旬
１
二
一
五
六
四
七
四
八

顧
岡
縣
修
猷
館
明
治
＃
二
年
九
月
末
二
七
五
一
五
七
二
九
一
一
○
一
一
一

畳
津
尋
常
中
學
校
明
治
汁
一
一
年
十
月
末
二
○
二
八
一
一
一
八
七
八
一
○
五

久
留
未
明
善
校

一
六
一
一
五
一
一
一
七
八
○
一
三
一

柳
川
橘
蔭
學
館
明
治
汁
二
年
十
一
月
初
一
四
二
一
一
一
一
一
一
五
五
一
一
一
八
○

大
分
縣
尋
常
中
學
校
明
治
廿
二
年
十
一
月
初
一
○
一
四
三
○
四
五
七
一

佐
賀
縣
尋
常
中
學
校
明
治
汁
二
年
十
月
末
二
六
四
一
七
七
一
○
一
一
一
二

私
立
濟
々
饗
明
治
汁
二
年
十
一
月
竹
四
日
ｉ
八
一
一
一
六
九
五
一
四
七

宮
崎
縣
零
常
中
學
校
明
治
廿
二
年
十
二
月
初
１
１
１
１
八
○

と
な
っ
て
ゐ
る
。
以
て
當
時
に
於
け
る
九
州
各
縣
民
度
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

第
三
章
新
梗
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

一
六
四

一
金
千
七
百
八
十
圓

宮
崎
縣
負
捲
額

（
千
一
一
一
百
三
十
五
圓
）

一
金
三
千
七
百
一
一
一
圓

鹿
兒
島
縣
負
婚
額

ｏ
一
千
七
百
七
十
七
回
）

合
計
二
寓
五
千
圓

と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
雨
者
を
比
較
し
て
見
る
と
、
長
崎
・
熊
本
に
於
て
著
し
く
減
じ
、
輻
岡
・
大
分
・
佐
賀
・
宮
崎
・
鹿
兒
島
に
於
て
相

當
額
を
増
し
て
ゐ
る
の
は
、
「
斯
ク
修
正
議
決
セ
シ
要
旨
ハ
セ
縣
聯
合
ノ
學
校
費
ナ
レ
ハ
其
分
捲
額
一
一
於
テ
モ
一
半
ハ
各
縣
國
税
高
及

地
方
税
高
ヲ
率
ト
シ
一
半
ハ
人
口
数
ヲ
率
ト
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
ハ
正
富
ニ
シ
テ
生
徒
修
學
等
ノ
便
否
一
一
依
り
特
一
一
學
校
設
置
及
嘗
學

部
所
在
ノ
縣
へ
増
加
ス
ヘ
キ
ノ
理
ナ
シ
」
と
云
ふ
に
在
っ
た
も
の
シ
如
く
で
あ
る
。
（
明
治
二
十
年
十
月
一
一
十
七
日
官
報
）

然
る
に
同
年
八
月
七
日
、
内
務
大
蔵
雨
大
臣
連
署
を
以
て
、
來
ろ
一
一
十
二
年
度
以
降
は
、
追
っ
て
何
分
の
心
得
方
相
示
す
迄
、
地

方
税
の
分
擴
を
止
む
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。
（
濱
尾
氏
演
述
参
看
）
而
し
て
明
治
二
十
一
年
八
月
一
一
十
二
日
の
官
報
に
は
、
「
熊
本
縣

一
一
於
テ
第
五
高
等
中
學
校
明
治
一
一
十
一
一
年
度
経
費
分
捲
額
議
定
委
員
ヲ
互
選
セ
シ
メ
タ
ル
一
一
常
置
委
員
嘉
悦
信
之
、
紫
藤
寛
治
、
菅

貫
ノ
三
名
當
選
セ
リ
」
と
あ
れ
ば
、
果
し
て
一
一
十
一
一
年
以
降
止
め
ら
れ
た
か
否
か
は
分
明
で
な
い
。

明
治
廿
一
年
九
州
各
縣
人
口
比
較

長
崎
縣

七
○
八
、
五
一
三
人

幅
岡
縣

一
、
一
四
六
、
六
○
九
人

大
分
縣

七
六
一
、
五
五
六
人

佐
賀
縣

五
二
一
一
一
、
九
二
七
人

熊
本
縣

一
，
○
○
三
、
一
一
一
七
○
人

第
三
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校

第
四
節
御
哀
署
の
勅
語
と
勅
語
演
説

總
計

二
四
一

一
九
七

一
七
二

三
六
七

二
六
九

二
八
九

二
○
五

一
七
○

三
五
七

二
八
六

八
○一
六
五

一
ヶ
年
經
潰

圃

八
℃
一
一
一
四
三
・
九
一
一
一
一

四
、
五
八
三
・
四
一
八

四
、
七
一
○
・
○
○
○

七、三一一一一一一・一一一一一一五

五
、
二
八
四
・
○
○
○

四
、
二
七
五
・
○
○
○

五
、
九
一
一
・
○
○
○

六
、
八
四
三
・
二
○
五

九
、
三
七
二
・
○
○
○

四
二
一
八
・
五
二
○

二
、
四
七
七
・
八
五
一
一
一




